
外国人学校振興費補助

外国人学校は、学校教育法第134条第１項の規定に基づく各種学校として、知事の認可を受け

ています。本県には、12校の外国人学校があり、次のとおり助成（外国人学校振興費補助）を行

っています。

趣旨・目的 ① 本県には約150カ国、12万人の外国人県民が暮らしており、外国人生徒等

の教育機会の均等を図ることは重要です。外国人学校は外国にルーツを持つ

県民や日本在住の外国人県民の生徒等が、母国の言語や文化に触れながら学

習する場を提供しています。

② 外国人学校では、日本の幼稚園、小学校、中学校、高等学校と同学齢の生

徒が学んでいます。また、高校総体などスポーツや文化面において日本の学

校と同様の活動を行っていたり、多くの大学が高等部の卒業生を個別審査で

高卒同等の学力と認めていたりします。

③ ひょうご多文化共生社会推進指針［R3.3］などにおいても、外国人生徒等

の教育機会の確保や母語学習への支援の必要性が示されています。

補助金交付

実績

外国人学校振興費補助は「基礎分」と「教育充実分」に区分して交付してい

ます。

教育充実分は、「国際的に実績のある学校評価団体の認証を受けていること」

または「主要科目で日本の検定教科書を使用し、教員の2/3以上が日本の教員

免許を所有すること」のいずれかの要件を満たす場合にのみ交付しています。

（学）兵庫朝鮮学園は、この要件を満たしていないため、教育充実分は交付

していません。

＜令和６年度交付額＞

法人名 学校名
補助金額

（千円）

(学)芦屋インターナショナルスクール 芦屋インターナショナルスクール 3,375

(学)カネディアン･アカデミイ カネディアン･アカデミイ 82,080

(学 )神 戸 ド イ ツ 学 院 神戸ドイツ学院 12,581

(学)聖ミカエル国際学校 聖ミカエル国際学校 16,642

(学)神戸中華同文学校 神戸中華同文学校 79,325

(学)マリスト国際学校 マリスト･ブラザース･インターナショナル･スクール 48,947

( 学 ) 兵 庫 朝 鮮 学 園 尼崎朝鮮初中級学校、伊丹朝鮮初級学校

神戸朝鮮初中級学校、西神戸朝鮮初中級学校

神戸朝鮮高級学校、西播朝鮮初中級学校

29,154

合 計 272,104


